
被災者支援システムＶｅｒ４．０１での変更点 
 
１．被災家屋（家屋）の表記を被災住家等（住家等）へ変更 
 

被災者支援システムでは、Ｖｅｒ３．００より被災家屋台帳等、一連の機能追加を行い

内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいた被害状況の入力に対応し

ましたが、この内閣府の運用指針では家屋（被災家屋）ではなく「住家」との表記が使用

されていますので、被災者支援システムにおいても「住家等」（被災住家等）の表記に統一

しました。 
 
 
例） 
 被災家屋台帳  → 被災住家等台帳 
 被災家屋証明書 → 被災住家等証明書（ユーザによる変更可） 
 家屋番号  → 住家等番号 
 
 


